
協議第４１号 

 

 

 

交通関係事業（防犯灯及び道路照明灯）の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

 

 

 防犯灯及び道路照明灯の設置、維持管理については、原則として、各

務原市の現行制度に統一するものとする。 

なお、両市町が維持管理してきた合併以前の既設分については、新市

が引き続き維持管理を行う。 

ただし、川島町の町内会内に設置されているもので「防犯灯」として

の性格を有するものについては、平成１７年度から５年を目処に自治会

の維持管理へ移行する。 

 

 

 



専
門
部
会

総
務
部
会

設
置
及
び
維
持
管
理
（
電
気
料
金
及
び
修
理
等
）

設
置
及
び
維
持
管
理
（
電
気
料
金
及
び
修
理
等
）

【
合
併
後
の
新
設
】

　
○
設
置
　
　
：
防
犯
灯
及
び
街
路
灯
設
置
要
綱
に
よ
り
、
設
置
工
事
は
新
市
が
実
施
。
　
　
　

　
○
維
持
管
理
：
防
犯
灯
に
つ
い
て
は
申
請
自
治
会
が
負
担
し
、
道
路
照
明
灯
に
つ
い
て
は
新
市
が
負
担
。

【
合
併
前
の
既
設
分
】
　

　
○
各
務
原
市
：
現
行
ど
お
り

　
○
川
島
町
　
：
以
下
の
と
お
り

　
　
・
幹
線
道
路
等
（
県
道
と
主
要
町
道
）
に
あ
る
“
防
犯
灯
”
（

1
4
2
基
）
を
「
道
路
照
明
灯
」
と
し
て
位
置
付
け
、
新
市
に
お
い
て
維
持
管
理
を
継
続
。

　
　
・
そ
の
他
自
治
会
内
に
あ
る
“
防
犯
灯
”
（

4
8
1
基
）
は
「
防
犯
灯
」
と
し
て
位
置
付
け
、

5
年
を
目
処
に
自
治
会
管
理
へ
移
行
。

（
町
）

自
治
会

計

1
,
2
9
9

5
0

5
,
1
0
4

6
,
4
5
3

市
う
ち
川
島
町
自
治
会
分

防
犯
灯

防
犯
灯
及
び
道
路
照
明
灯
の
設
置
、
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
各
務
原
方
式
を
基
準
と
し
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

市
管
理
分

自
治
会
管
理
分

区
分

5
,
1
5
4

(
4
8
1
)

道
路
照
明
灯
／
街
路
灯

自
治
会
へ
移
行

市 市

計
5
,
8
2
7

調
整
方
針

維
持
管
理

設
置
数
（
基
）

＊
　
防
犯
灯
と
街
路
灯
の
明
確
な
区
別
は
な
い

　
　
（
以
下
“
防
犯
灯
”
と
す
る
）

＊
　
防
犯
灯
の
市
管
理
分
に
つ
い
て
は
、
自
治
会
未
加
入
区
域
な
ど

　
　
に
設
置
し
た
も
の

参
考
：
町
管
理
分
防
犯
灯
（
6
2
3
基
）

　
　
　
　
年
間
電
気
料
金
　
約
2
,
5
3
4
,
0
0
0
円
（
Ｈ
1
4
年
度
）

参
考
：
市
管
理
分
防
犯
灯
（
5
0
基
）

　
　
　
　
年
間
電
気
料
金
　
 
約
 
1
1
6
,
0
0
0
円
（
Ｈ

1
4
年
度
）

設
置
主
体

設
置
数
（
基
）

各
務
原
市

川
島
町

○
設
置

　
　
防
犯
灯
及
び
街
路
灯
設
置
要
綱
に
よ
り
、
設
置
工
事
は
市
が
実

施
。

○
維
持
管
理

　
　
防
犯
灯
に
つ
い
て
は
申
請
自
治
会
が
負
担
し
、
道
路
照
明
灯
に
つ

い
て
は
市
が
負
担

区
分

設
置
主
体

維
持
管
理

○
設
置
及
び
維
持
管
理

　
　
設
置
か
ら
電
気
料
金
、
修
繕
な
ど
の
維
持
管
理
に
お
い
て
す
べ
て

　
　
町
が
負
担
。

設
置
主
体

設
置
数
（
基
）

4
,
6
7
3

市
1
,
1
5
4

市
自
治
会

維
持
管
理

区
分

計

3
町

6
2
3

道
路
照
明
灯

町

6
2
6

防
犯
灯
（
街
路
灯
含
む
）
＊

道
路
照
明
灯
／
街
路
灯

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
交
通
関
係
事
業
（
防
犯
灯
及
び
道
路
照
明
灯
）

協
議
細
目

調
整
の
方
針

　
防
犯
灯
及
び
道
路
照
明
灯
の
設
置
、
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
両
市
町
が
維
持
管
理
し
て
き
た
合
併
以
前
の
既
設
分
に
つ
い
て
は
、
新
市
が
引
き
続
き
維
持
管
理
を
行
う
。
た
だ
し
、
川
島
町
の
町
内
会
内
に
設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
で
「
防
犯
灯
」
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
１
７
年
度
か
ら
５
年
を
目
処
に
自
治
会
の
維
持
管
理
へ
移
行
す
る
。

防
犯
灯
及
び

道
路
照
明
灯

項
　
　
　
　
目

防
犯
灯
市
管
理
分
＊

(
5
0
)

(
4
,
6
2
3
)

市

自
治
会
管
理
分

新 市

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



専
門
部
会

総
務
部
会

参
考
資
料

川
島
町
道
路
区
分
図
（
道
路
照
明
灯
関
係
）

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



協議第４２号 

 

 

 

保健事業の取扱いについて（案） 

 

 

 

 

 

 

 「川島町保健センター」については、川島地区の健康福祉の中核施設

とし、その名称を「川島健康福祉センター」とする。 

各種保健予防事業については、原則として、各務原市の現行制度に統

一するものとする。 

ただし、各事業の細部及び各市町で実施している事業・計画について

は、今後調整を図る。 

 

 

 



専
門
部
会

福
祉
部
会

現
在

新
市

・
各
種
保
健
予
防
事
業

・
各
種
保
健
予
防
事
業

・
各
種
健
康
相
談
指
導

・
各
種
健
康
相
談
指
導

・
絵
本
読
み
聞
か
せ

・
貸
館
事
業

・
小
規
模
授
産
所
事
業

・
絵
本
読
み
聞
か
せ

・
小
規
模
授
産
所
事
業

・
貸
館
事
業

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
保
健
事
業

協
議
細
目

調
整
の
方
針

　
「
川
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー
」
に
つ
い
て
は
、
川
島
地
区
の
健
康
福
祉
の
中
核
施
設
と
し
、
そ
の
名
称
を
「
川
島
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
と
す
る
。

　
各
種
保
健
予
防
事
業
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
各
事
業
の
細
部
及
び
各
市
町
で
実
施
し
て
い
る

事
業
・
計
画
に
つ
い
て
は
、
今
後
調
整
を
図
る
。

項
　
　
　
目

名
称

名
称

１
．
川
島
町
保
健

セ
ン
タ
ー

川
島
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

川
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー

【
川
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー
】

　
　
公
衆
衛
生
局
長
通
知
に
よ
る
保
健
セ
ン
タ
ー
類
似
施
設

　
　
　
　
　
　
　
(
昭
和
5
0
年
4
月
設
置
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
２
階
建
)

主 な 事 業

主 な 事 業

※
各
種
事
務
事
業
に
つ
い

て
は
調
整
中

調
整
方
針

　
現
在
の
「
川
島
町
保
健
セ
ン
タ

―
」
は
「
川
島
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
」
に
改
称
す
る
。

　
現
在
の
「
川
島
町
保
健
セ
ン
タ

―
」
の
機
能
を
保
持
す
る
た
め
、

「
川
島
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
内

に
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
分
室
を

設
置
す
る
。

　
ま
た
、
集
団
健
（
検
）
診
時
の

診
療
所
と
し
て
の
機
能
を
存
続

し
、
当
分
の
間
、
老
人
保
健
事
業

に
か
か
る
集
団
健
（
検
）
診
事
業

及
び
母
子
保
健
事
業
の
拠
点
と
す

る
。

　
絵
本
読
み
聞
か
せ
事
業
・
小
規

模
授
産
所
事
業
・
貸
館
事
業
に
つ

い
て
は
「
川
島
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
」
内
で
継
続
す
る
。

各
務
原
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

各
務
原
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
分
室

新
市
に
お
け
る
川
島
地
区
保
健
セ
ン
タ
ー
の
位
置
付
け

各
務
原
市
総
合
福
祉
会
館
内
１
階

各
務
原
市
川
島
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

１
階
（
現
川
島
町
保
健
セ
ン
タ
ー
）

保
健
セ
ン
タ
ー
所
管
事
業

保
健
セ
ン
タ
ー
所
管
事
業

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



専
門
部
会

福
祉
部
会

指
定
医
療
機
関
で
健
（
検
）
診

集
団
健
（
検
）
診
及
び
個
別
健
（
検
）
診

保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
に
て
実
施

保
健
セ
ン
タ
ー
に
て
実
施

医
療
機
関
に
委
託

医
療
機
関
に
委
託

　
母
子
保
健
事
業
全
般
に
つ
い
て

は
、
各
務
原
市
の
現
行
制
度
で
の
実

施
方
法
を
適
用
し
、
母
子
保
健
に
係

る
相
談
業
務
等
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
両
市
町
の
現
行
制
度
で
継
続

す
る
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

（
6
0
歳
以
上
・
助
成

金
1
,
5
0
0
円
）

　
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す

る
。
　
た
だ
し
、
細
部
に
つ
い
て
は
今
後
調

整
を
図
る
。

無
料

4
か
月
・

1
0
か
月
児
健
診

 
4
回

/
年

ポ
リ
オ

　
 
4
回

/
年

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
・
Ｂ
Ｃ
Ｇ

各
 
2
回

/
年

（
6
5
歳
以
上
・
自
己

負
担
1
,
5
0
0
円
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

各
1
2
回
/
年

ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
・
Ｂ
Ｃ
Ｇ

三
種
混
合
・
二
種
混
合
・

麻
し
ん
・
風
し
ん
・
日
本
脳
炎

無
料

三
種
混
合
・
二
種
混
合
・

麻
し
ん
・
風
し
ん
・
日
本
脳
炎

４
．
予
防
接
種

ポ
リ
オ

　
2
4
回
/
年

1
歳
6
か
月
児
健
診

3
歳
児
健
診

 
３
．
母
子
保
健
事
業

3
歳
児
健
診
 

2
4
回
/
年

2
4
回
/
年

2
4
回
/
年

調
整
方
針

各
務
原
市

川
島
町

基
本
健
康
診

査
1
,
0
0
0
円

自
己
負
担

実
施
時
期

自
己
負
担

健
（
検
）
診
対
象
者

肺
が
ん
検
診

肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診

協
議
細
目

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
保
健
事
業

２
．
各
種
健

（
検
）
診
事
業

　
川
島
地
区
で
の
基
本
健
康
診

査
、
各
が
ん
検
診
及
び
老
人
保
健

に
係
る
相
談
業
務
等
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
川
島
町
の
現
行

制
度
で
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
細
部

に
つ
い
て
は
今
後
調
整
を
図
る
。

項
　
　
　
目

前
立
腺
が
ん

検
診

結
核
検
診

4
0
歳
以
上

3
0
歳
以
上

3
0
歳
以
上

節
目

5
0
歳
以
上

子
宮
が
ん
検

診 乳
が
ん
検
診

4
0
歳
以
上

4
0
歳
以
上

胃
が
ん
検
診

大
腸
が
ん
検

診

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

6
～
1
0
月

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

1
6
歳
以
上

4
0
歳
以
上

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

6
～
1
0
月

1
,
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

1
,
0
0
0
円

 
 
5
0
0
円

健
（
検
）
診
対
象
者

基
本
健
康
診

査
3
0
歳
以
上

4
か
月
児
健
診

1
1
か
月
児
健
診

1
歳

6
か
月
児
健
診

5
0
0
円

胃
が
ん
検
診

4
0
歳
以
上

1
2
回

/
年

肺
が
ん
検
診

6
月
に
9
日
間

(
集
団

)

6
月
～
7
月
（
個
別
）

基
本
的
に
自

己
負
担
な
し

 
 
5
0
0
円

1
,
0
0
0
円

 
3
回

/
年

3
6
回
/
年

肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診

節
目

自
己
負
担

な
し

前
立
腺
が
ん

検
診

3
0
0
円

乳
が
ん
検
診

子
宮
が
ん
検

診大
腸
が
ん
検

診

基
本
的
に
自

己
負
担
な
し

5
0
0
円

4
0
歳
以
上

2
0
0
円

3
0
歳
以
上

年
4
回
（
集
団
）

6
月
～
8
月
（
個
別
）

4
0
0
円

3
月

1
回

結
核
検
診

自
己
負
担

な
し

6
月
に

9
日
間

5
0
歳
以
上

1
6
歳
以
上

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

6
～
1
2
月

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

実
施
時
期

6
月
に
9
日
間

3
．
1
0
月
に

1
日
ず
つ

6
月
に
9
日
間

基
本
健
康
診
査

に
あ
わ
せ
て

6
月
に
9
日
間

超
音
波
は

3
月

－

5
0
0
円

3
0
歳
以
上

4
0
0
円

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会



専
門
部
会

福
祉
部
会

６
．
歯
科
衛
生

８
．
栄
養
教
育

・
成
人
訪
問
業
務

・
成
人
訪
問
業
務

９
．
そ
の
他

・
健
康
教
育
（
集
団
・
個
人
）

・
健
康
教
育
（
集
団
・
個
人
）

・
健
康
相
談

・
健
康
相
談

・
健
康
手
帳
の
交
付

・
健
康
手
帳
の
交
付

・
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

・
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム

・
母
子
保
健
計
画
（
Ｈ
1
4
～
Ｈ

1
8
年
）

・
母
子
保
健
計
画
（
Ｈ

1
4
～
Ｈ
1
8
年
）

・
献
血
関
係
（
1
4
回

/
年
）

・
献
血
関
係
（

6
回
/
年
）

・
感
染
症
予
防
対
策
（
発
生
時
）

・
感
染
症
予
防
対
策
（
発
生
時
）

・
健
康
の
つ
ど
い
（
6
月
開
催
）

・
健
康
ま
つ
り
（

3
月
開
催
）

・
健
康
づ
く
り
計
画

成
人
歯
科
検
診

1
1
回

/
年

妊
婦
歯
科
検
診

 
3
回

/
年

協
議
細
目

調
整
方
針

協
議
項
目

　
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い

　
保
健
事
業

項
　
　
　
目

各
務
原
市

川
島
町

調
整
方
針

５
．
妊
婦
・
乳
幼

児
関
連
事
業

Ｂ
型
肝
炎
母
子
感
染
防
止

母
子
健
康
手
帳
交
付

マ
タ
ニ
テ
ィ
―
広
場

妊
婦
健
康
診
査

精
密
健
康
診
査

妊
婦
保
健
指
導

離
乳
食
教
室

乳
幼
児
健
康
相
談

2
歳
児
歯
科
教
室

6
回
/
年

常
時

こ
と
ば
の
相
談

母
子
訪
問
指
導

常
時

受
診
票
交
付
時

常
時

　
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一

す
る
。

　
た
だ
し
、
細
部
に
つ
い
て
は
今
後
調

整
を
図
る
。

4
か
月
・
1
1
か
月
検
診
で
実
施

1
2
回
/
年

1
2
回
/
年

1
2
回
/
年
・
個
別

2
4
回
/
年

随
時
対
応

毎
日

精
密
健
康
診
査

第
2
・

4
金
曜
日

常
時

プ
レ
パ
パ
学
級

（
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ル
ー
ム
）

3
回

/
年

（
1
2
回
/
年
）

受
診
票
交
付
時

母
子
訪
問
指
導

妊
婦
健
康
診
査

1
2
回

/
年

1
2
回

/
年

4
回
年

日
曜
・
祝
日
開
設

常
時

母
子
健
康
手
帳
交
付

妊
婦
保
健
指
導

離
乳
食
教
室

乳
幼
児
健
康
相
談

お
や
つ
歯
み
が
き
教
室

育
児
相
談

常
時

常
時

栄
養
相
談

常
時

７
．
休
日
急
病
診

療
所

休
日
急
病
診
療
所

総
合
福
祉
会
館
１
階

日
曜
・
祝
日
及
び
年
始
開
設

日
曜
・
祝
日
開
設

休
日
歯
科
在
宅
当
番
医
制
日
曜
・
祝
日
開
設

休
日
歯
科
在
宅
当
番
医
制

栄
養
相
談

栄
養
教
室

乳
幼
児
検
診
時
に
実
施

8
回
/
年

歯
科
相
談

歯
科
相
談

住
民

常
時

 
5
回

/
年

業
務

対
象
者

実
施
時
期

自
己
負
担

 
3
回

/
年

6
か
月
～
未
就
園
児

常
時

幼
児
フ
ッ
化
物
塗
布

マ
マ
の
歯
科
検
診

乳
幼
児
歯
科
検
診

郡
医
師
会
員
当
番
制

－

歯
周
疾
患
検

診
節
目

6
．
7
．
1
0
．

1
1
月

3
0
0
円

幼
児
フ
ッ
化

物
塗
布

1
歳

6
か

月
児

1
歳
6
か
月
児
健

診
と
同
時

自
己
負
担

な
し

　
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一

す
る
。

　
た
だ
し
、
細
部
に
つ
い
て
は
今
後
調

整
を
図
る
。

　
原
則
と
し
て
、
各
務
原
市
の
現
行
制

度
に
統
一
す
る
も
の
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
健
康
相
談
・
健
康
手
帳
の

交
付
は
、
両
市
町
の
現
行
制
度
で
継

続
す
る
。

　
川
島
町
で
推
進
計
画
し
て
い
る
「
健

康
づ
く
り
計
画
」
は
、
新
市
に
お
い
て

調
整
を
図
る
。

　
各
務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
す
る
。

　
た
だ
し
、
細
部
に
つ
い
て
は
今
後
調

整
を
図
る
。

　
羽
島
郡
医
師
会
及
び
羽
島
歯
科
医

師
会
の
動
向
を
見
極
め
な
が
ら
、
各

務
原
市
の
現
行
制
度
に
統
一
し
て
い

く
。

木
曽
川
文
化
圏
市
町
合
併
協
議
会
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